
規制時間の説明
※ 夜間作業時は、PM9：00〜AM6：00迄とし作業終了後は段差等を解消し開放します。
※ 体育館の利⽤者がいる場合は終了時間を待ち、終了後に規制を開始します。
※ 夜間作業時はバルーンライト等の照明器具を設置し⼯事中であること遠⽬からでも⽬視できるようにします。
※ 歩⾏者の通⾏は可能です
※ 緊急⾞両の通⾏は可能です。市道に配置した誘導員が担当します。
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